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続出する結婚式やイベントの中止 
コロナは当業界にも多大な影響を
与えました

　新型コロナウイルス感染症は、美容業界にも多大な影響
を及ぼしています。
　私たちの業務は、常にお客様と密に接することが必須で
すから、頻繁な手洗いの実施やマスクの着用といった基本
的な対策はもちろん、美容業専門の「感染拡大予防ガイドラ
イン」に基づき、使用する美容椅子の間隔保持やアクリル板
の設置など、店舗ごとに徹底した対策に取り組んでいます。
　それでも、お客様によっては、リスクを恐れて来店回数が
減少したり、ネイルなどの付随するサービスは見送られる方
もいらっしゃいます。
　そんな中でも特に厳しいのが「ブライダル部門」です。
　大きな式場やホテルと契約している店舗は限られていま
すが、花嫁や親族だけでなく、招待客の方々にも関連して
きますので、各地で延期や中止が相次いだことから、ほとん
どの店で影響が出てきています。
　また、「成人式」や「よさこい祭り」といったイベントの中止
も、莫大な損失に繋がっており、冬場に起きたコロナ再拡大
など、収束の見えない状況の中、大変厳しい経営を強いら
れているのが実状です。

「コロナ禍でもできること」「コロナ禍
だからこそ、きっかけになったこと」

　コロナによって、私たちの経営環境や、取り組むべきこと
は大きく変わりました。
　そんな中、組合としては、できる限り組合員をサポートす

高知県美容生活
衛生同業組合

るための取り組みを積極的に行っています。
　取り組みの一つが、感染防止対策が求められる中、マス
クや消毒液の入手が困難な時期に、県内の会員店舗に対
して高知県の「地域商業再起支援事業」を利用して、配布
を行ったことです。
　研修も大きく変わりました。
　私たちの組合では、例年、「着付・帯結び実技講習会」や

「訪問 美容実技講習会」など、様々な研修会を実施して
いますが、昨年は、コロナの影響により、いくつもの研修を中
止せざるをえませんでした。それでも、感染が落ち着きを見
せていた夏から秋にかけては、「グーグルマイビジネスを活
用した集客セミナー」や「フットケアを取り入れたリラクゼー
ション講習」を行いました。
　例年各地域で行っている「自主衛生管理講習」でも、コ
ロナ予防のための取り組みを追加しています。
　研修の中には、実技をメインにしたものなど、内容によっ
ては実施が難しいのもありますが、上手くリモートを活用す
れば、今まで参加しづらかった方たちの参加が可能になる
ということも考えられます。
　こうしたことは、コロナ禍だからこそ気づいたことであった
り、きっかけになったことだと思います。
　組合の役割として情報提供も大切です。そこで、全国団
体が作成した業界向けの「感染拡大予防ガイドラインブッ
ク」の配布も行いました。
　この冊子は、対策のポイントがわかりやすく図解で説明さ
れているほか、店舗や従業員に加え、お客様の健康状態
に関するチェックシートも含まれています。
　コロナに対してだけでなく、日々の衛生管理にも役立つも
のであり、これを参考にしながら、それぞれの店舗が、新た

コロナ禍を乗り越えるための
高い技術と徹底した衛生管理！
新しいことにチャレンジしながら
業界の発展を目指します！！

理事長　三宮　豊辰 氏

高知県美容生活衛生同業組合のシンボルマーク
「BA」は、Beauty Shop Owner's Associationの略称。マーク全体で、人
間のプロフィール（横顔）をモチーフに、美容業を印象づける「豊かな感性」「美し
さ」「親しみやすさ」を表現しています。
また、中央の、流れる髪をイメージした3本のラインは、「和」「創造」「進歩」を表
し、「皆が力を合わせていく団結力」「美を追求する柔軟な創造力」「人を愛し社
会に貢献する存在意識」により、豊かに発展することを意味しています。

所 在 地：	高知市中万々85番地３　TEL：088-873-6954
ＨＰ：	http://biyo-kochi.com/	　		組合員数：600名		
設　　立：	昭和33年01月29日
主な事業：	組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに
	 経営の健全化に関する指導・教育事業

組合プロフィール
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ヨーロッパやアメリカを中心に世界各地で開催されており、
その規模の大きさから、「理美容のオリンピック」と呼ばれて
います。
　残念ながら昨年は中止せざるをえませんでしたが、今年
は実施の方向で動いており、高知県大会は７月を予定して
います。
　ちなみに、日本代表チームは1992年の幕張大会、1994
年のイギリス・ロンドン大会、1996年のアメリカ・ワシントン大
会で連続して団体優勝し、世界一に輝きました。
　最近も、2016年の韓国・ソウル大会で団体総合2位に輝
くなど、世界に向け、日本の美容技術の高さと存在感をア
ピールし続けています。
　そんな中、今年は、なんと29年ぶりに日本で開催される
こととなっており、世界の技術を間近で見られるまたとない
チャンスとして、9月26日～28日の「横浜大会」に向け着実に
準備を進めているところです。
　まだまだ先の見えない状況ですが、こうしたイベントの成
功を大きな目標に、経営者、従業員が一丸となり、業界全体
を挙げて日々 技術の向上に取り組んでいます。
　そして、これからは、コロナ禍で見つけた新しい手法をう
まく活用しながら、それぞれの技術の向上や、徹底した衛
生管理が行き
渡るよう、今ま
で以上に組合
員へのサポート
を充実させ、美
容業界の発展
に努めていきた
いと思います。

　訪問美容とは、高齢や疾病などの理由で美容室に行くことができない方々を対象として、美容師がご自宅や
病院、福祉施設などを訪問して施術することです。
　この制度は、ボランティアや、単に髪を短くするとい
うことではなく、適正な価格に見合った、質の高いカッ
トやパーマ、カラーリング等、多様なサービスを提供す
ることで、利用者にさらなる美しさを提供することを目
的としています。
　もちろん、万全の感染症対策に加え、「美容所賠償責
任保険」にも加入しておりますので、安心してご利用く
ださい。
　なお、利用内容や対象となる方等、詳細について
は、下記までお気軽にご相談ください。

コロナ禍でも安心！

ご病気や福祉施設をご利用の方！！ こ っれ ち い知 ょ て

ビューティグランプリ（高知県大会）の様子

訪問美容認定店には
こちらのシールが貼
られています

ガイドラインに基づき感染症
対策に取り組んでいます

【お問い合わせ】  組合事務局／TEL：088-873-6954　FAX：088-825-3261

訪問美容をご利用ください！

な設備を設置したり、お客様に安心感を与えられるような
サービスに取り組んでいます。
　その他にも、つい先日は、「高知県営業時間短縮要請対
応臨時給付金」についての情報を、いち早く全組合員に流
したところです。
　大変厳しいコロナ禍ではありますが、このような状況で
も、組合としてできることはいろいろあると思います。本年
度、本組合では、初めて「書面議決」による出席を推奨して
総代会を開催しました。今後は、参加率を上げるために、も
し法律が許すことになれば、リモートによる「理事会」や「総
代会」の開催や出席も視野に入れていく必要があるのでは
ないかと思っています。

業界のオリンピック「世界理美容技術
選手権大会」 今年は、日本で開催され
る記念すべき年です

　当業界において、もっとも大きなイベントが、「OMC
世界理美容技術選手権大会・ビューティグランプリ～
HAIRWORLD OMC WORLD CUP」です。
　1947年にフランス・パリで第1回大会が開催されて以降、
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〈お問い合わせ・提出先〉 高知県中小企業団体中央会　〒781-5101 高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館４階
 TEL 088-845-8870

組合の年度末決算に伴う事務手続き
事業年度終了後における組合事務手続き処理は決算関係書類の作成に始まり、所管行政庁への書類
届出や税務申告まで非常に煩雑となります。以下をご参考に適正な事務手続きを行って下さい。

組合決算期の事務手続きフロー（3月末決算例）

年度末（3／31） 

通常総会

定款変更

所管行政庁へ認可申請 理事会開催
代表理事等選任※2

議事録の作成

認 可

役員（理事・監事）改選 決算関係書類提出 税務申告 剰余金処分

出資変更

「決算関係書類」「事業報告書」の作成

監事へ「決算関係書類」「事業報告書」の提出

理事会招集通知

理 事 会

理事会議事録作成

「決算関係書類」「事業報告書」の備置き

通常総会招集通知

総会議事録作成

通常総会※1

あり

あり

登記事項※3

あり

あり

監事の監査
「監査報告」作成通知

法務局へ登記
4週間以内（4／28）

法務局へ登記 所管行政庁届出 税務署・県税事務所・市町村

監事は決算関係書類の全部
を受領した日から4週間後、
もしくは理事との合意により
定めた日のいずれか遅い日
までに監査報告を作成し理
事に通知

定款で定める期間

通常総会会日の2週間前まで

認可書到達後2週間以内

総会後すみやかに 新理事の就任

変更のあった
日から

   2週間以内

※代表理事変更の場合、
　税務署等へ要届出
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定款で定める期間
「決算関係書類」「事業報告書」
及び「監査報告」の提供

原則 事業年度終了後2ヶ月以内
に開催（5/31）ただし定款変更に
より3ヶ月以内に変更が可能

<< 手続きにおける留意事項 >>

※1

代表理事の選任※2

定款変更認可後に登記が必要な事項※3

代表理事が交代した場合だけでなく、再任された時も法務局への登記が必要

名称、地区、事務所の所在地、公告方法、事業、出資1口の金額、出資払込の方法
※定款中で、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）に記載されている事項です。

●成立の定足数
　総組合員の2分の1以上の出席
　なお、出席者には書面及び代理人（委任状）による出席を含む
●総会の議長
　原則として出席した組合員の中から選任
　議決権（選挙権を除く）を行使することができないため、他の組合員の代理人となることはできない

●議決事項

●議決方法

法定議決
事項

任意議決
事項

定款で定める事項
（例）借入金残高の最高限度、1組合員に対する貸付け又は1組合員のためにする債務保証

の残高の最高限度など

［ 主な事項］
定款変更、規約及び共済規定の設定・変更・廃止、毎事業年度の事業計画及び収支予算の設
定・変更、経費の賦課及び徴収方法、決算関係書類の承認、役員の選挙又は選任、役員の報
酬、組合員の除名、組合の解散又は合併、組織変更、組合員による役員の解任請求、組合員の
出資の口数に係る限度の特例、事業の全部の譲渡、新設合併の場合における設立委員の選任

定款変更、組合員の除名、組合の解散又は合併、組織変
更、組合員の出資口数に係る限度の特例、事業の全部の
譲渡、新設合併の場合における設立委員の選任
※協業組合には別途定めあり

上記以外

特別議決（総組合員の半数以上が出席し、
その議決権の3分の2以上の多数）

普通議決（総組合員の半数以上が出席し、
その議決権の過半数） 

　組合は毎事業年度、通常総会終了の日から 2 週間以
内に、事業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）と
ともに、決算関係書類を所管行政庁に提出することが法
律上定められています。所管行政庁では、組合が事業活動
を行っているかどうかを決算関係書類の提出の有無によって
判断しており、3年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、
解散整理の対象となります。必ず提出するようにして下さい。

なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）ご提出いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出します。

決算関係書類の提出をお忘れなく

※変更のあった日から2週間以内でも可

決算関係書類

○財産目録 ○貸借対照表
○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案

※尚、決算関係書類を提出に際しては、中協法施行規則第187条、中団
　法施行規則第90条等により、「提出書」の様式が規定されています。

3 ●
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定款変更、規約及び共済規定の設定・変更・廃止、毎事業年度の事業計画及び収支予算の設
定・変更、経費の賦課及び徴収方法、決算関係書類の承認、役員の選挙又は選任、役員の報
酬、組合員の除名、組合の解散又は合併、組織変更、組合員による役員の解任請求、組合員の
出資の口数に係る限度の特例、事業の全部の譲渡、新設合併の場合における設立委員の選任

定款変更、組合員の除名、組合の解散又は合併、組織変
更、組合員の出資口数に係る限度の特例、事業の全部の
譲渡、新設合併の場合における設立委員の選任
※協業組合には別途定めあり

上記以外

特別議決（総組合員の半数以上が出席し、
その議決権の3分の2以上の多数）

普通議決（総組合員の半数以上が出席し、
その議決権の過半数） 

　組合は毎事業年度、通常総会終了の日から 2 週間以
内に、事業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）と
ともに、決算関係書類を所管行政庁に提出することが法
律上定められています。所管行政庁では、組合が事業活動
を行っているかどうかを決算関係書類の提出の有無によって
判断しており、3年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、
解散整理の対象となります。必ず提出するようにして下さい。

なお、中央会宛に２部（行政庁用１部、本会控え用１部）ご提出いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出します。

決算関係書類の提出をお忘れなく

※変更のあった日から2週間以内でも可

決算関係書類

○財産目録 ○貸借対照表
○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案

※尚、決算関係書類を提出に際しては、中協法施行規則第187条、中団
　法施行規則第90条等により、「提出書」の様式が規定されています。

へんしも情報 vol.238● 4
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通常総（代）会は必ず開催しなければなりませんか？

定款で規定する事業年度終了後からの期間内（通常は２カ月以内、長くても３カ月以
内）に開催する必要があります。

「3密」を避ける総会開催の方法について教えてください。

当日参集する本人出席者数を少なくして総会を執り行う方法があります。
一例として、定款に「組合員はあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人を
もって議決権又は選挙権を行使することができる。」旨の規定がある場合は、できる限り
書面議決権の行使又は代理人への委任を活用することで、参集者を抑えた開催が可能に
なります。なお、書面議決権の行使、代理人への委任ともに出席者扱いになります。

当組合は組合員数100人、また委任で１人が代理できる上限数を４人と定めています
が、総会を成立させるためにはどうしたらよいですか？

例えば、本人出席者が役員を主体に10人と仮定した場合、委任状による代理できる上限
は議長１名を除く本人出席者９人に対して各４人の合計36人となり、それ以上の委任状
は無効となります。
総会成立の要件は50人以上の出席のため、本人出席10人＋代理人出席36人の合計46人
の場合は定足数に満たないこととなります。
そこで、本人出席者数をもう少し増やすか、もしくは書面議決による出席者数を増やす
方法を検討して頂くことが必要と考えます。

通常総会開催と同日に新理事による代表理事の選出を行う理事会を例年していました
が、参集者が僅かの総会のため、同日での理事会開催が難しくなります。どのようにし
たらよいでしょうか？

通常総会とは別日で理事会を開催するようにしてください。
なお、理事会も総会同様に書面議決書の提出は会への出席者扱いとなります。そこで、
新理事の就任後、参集者を抑えるように書面議決を活用する理事会を招集し、決議をす
るようにしてください。

※尚、書面議決書の様式は、本会ＨＰ（https://www.kbiz.or.jp/covid-soukaitaiou/）
　から入手できますのでぜひご活用下さい。

新型コロナウイルスの影響を踏まえた
中小企業組合運営について

　中小企業組合の通常総（代）会については、中小企業等協同組合法第46条（総会の招集）及び中小企
業団体の組織に関する法律第47条（準用）において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年
度１回招集しなければならない。」と規定されています。
		４～６月には、多くの中小企業組合等が通常総（代）会の開催時期を迎えます。新年度通常総（代）会開
催及び運営に関して、下記のＱ＆Ａを参考にしてください。

組合Ｑ＆Ａ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

Ｑ

A

A

A

A
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給付額

Ⅱ 申請の流れ　

営業時間短縮要請対応臨時給付金
に関するお知らせ

令和２年12月の
対前年同月比売上
減少額以内

①県庁ホームページから印刷
　またはダウンロード　

②次の場所で受け取る（※１）

　・県庁本庁舎1階ロビー
　　　
　・県合同庁舎及び県税事務所
　・各市町村役場

「給付金給付等要領」をご覧のうえ、
必要書類の作成をお願いします。　

郵送＝簡易書留など郵便物の追跡が
できる方法で提出してください。

受付期間 ： 令和３年２月10日から
               令和３年４月9日まで

〒780‐8570
高知県庁 高知県営業時間短縮要請対応
臨時給付金 申請受付係

受付時間：9:00～17:00 （土日、祝日も含む）

高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金　申請手続相談窓口（コールセンター）

(※１)いずれの場所でも、相談対応は実施して
         いませんので、ご不明な点は、以下の問
　　  い合わせ先までお電話ください。
　　 

２月下旬以降、口座に振込予定
（※5）審査の結果、不給付となる場合があります。

いずれかご都合の良い方法で、
「給付金給付等要領」を入手し
てください。

※住所の記載は不要です。

【送付先】

※送料は申請者側でご負担をお願いします。

Ⅰ 給付金の概要【詳細は、「給付金給付等要領」をご覧ください。】

【持参による申請は受け付けておりません。】

．申請書類の作成　22

お住まいの市町村ではなく、
こちらにお問い合わせください。お問い合わせ先

審査（※5）

TEL：088-823-9875

記入が必要な書類
・申請書 ・該当要件申告書
・売上減少等の証明書
（認定経営革新等支援機関等（※２）の証明を受け
  たものに限ります。）
・誓約書（自署をお願いします）

（※２）中央会、税理士、金融機関、商工会・商工会
　　　議所など国が認定した機関等 

添付が必要な書類

①

②
・本人確認書類の写し
　（法人の場合は法人代表者のもの）
・営業に必要な許可等を取得している
   ことが分かる書類の写し
・振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し

要不は合場るあが」書知通付給「の金付給化続持の国）３※（ 
要不は合場の種業いなしと要必を等可許）４※（ 

詳しくは
こちらから

．申請書類の提出33
オンラインでも
受付予定です。

※以下の「要件」すべてを満たす事業者の方

法　　　人：上限40万円
個人事業者：上限20万円

（3）以下①、②のいずれかを満たし、令和２年12月の売上が前年同月
　　 比で30％以上減少していること

　　①営業時間の短縮要請に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と
　　　 直接又は間接の取引がある事業者

（農業者・漁業者・飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者等）

（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた事業者）

　　②営業時間の短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により、直接又
 は間接的な影響を受けた事業者

要 件
（1）資本金の額または出資の総額が10億円未満の中堅企業、中小
　　 企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者であること

（2）営業時間短縮要請の対象事業者でないこと

飲食店等に対する高知県からの営業時間短縮要請等に伴い、事業活動に大きな影響を受けてい
る事業者の皆さま（一次産業の事業者を含む）に、高知県独自の給付金を給付します。

.申請書類を入手　　　１１

　（土日、祝日を含む）

（平日のみ）8：30～17：15

44． 入金

令和３年２月10日（水）から令和３年４月９日（金）まで申請期間　
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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型）に
低感染リスク型ビジネス枠が新設されました！
　中小企業等の新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する本事業につきまして、引き
続き公募中です。
　また、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転
換に向けた前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした

「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。

　設備投資等をご検討中の事業所の皆様は、ぜひご応募ください。

概　　要 中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供
方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

補助金額 100万円～1,000万円

補 助 率 【通常枠】中小企業者 １／２、小規模企業者・小規模事業者 ２／３
【低感染リスク型ビジネス枠 】２／３

対象経費 【通常枠】機械装置・システム構築費、技術導入費、運搬費等
【低感染リスク型ビジネス枠 】上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費

申請締切 令和３年５月頃（予定）

●補助事業の概要

その他の導入設備例については、
下記ページもご覧ください。

http://www.monodukuri-
hojo.jp/

▲調査・測量用
　ドローン
◀3次元レーザー
　スキャナ

導入設備例

●三次元スキャナ・ドローン

●CNCマシニングセンタ ●包装機・冷凍機 ●レーザー加工機

●ソフトウェア ●デジタルサイネージ

▲真空包装機

▲レーザー加工機
▲5軸制御CNC

マシニングセンタ

◦3次元CAD
◦回路図設計CAD
◦2次元設計用CAD
◦デザイン用ソフトウェア
◦作図ソフトウェア

▲32インチ
　ディスプレイ

▲70インチ
　ディスプレイ

49インチ▶
ディスプレイ　

サーバー
（管理用PC）▶

製造業（機械金属等）：ＮＣ工作機械、検査・選別機、三次元測定機
製造業（食品）：スライサー、サーマルタンク、洗浄機、充填機、計量器
建設業：三次元測量システム、超音波測深システム、アスベスト除去装置
小売業：ウォークインストッカー、受発注・在庫管理システム
宿泊業：セルフチェックイン端末、除菌・浄化水処理装置
飲食業：冷凍冷蔵庫、冷蔵ショーケース、グリラー、製氷機、真空包装機
サービス業：業務用洗濯・脱水機、プレス機、ミシン、検針機

その他の
導入設備例

事業の詳細につきましては、全国中央会HPをご覧ください
https://portal.monodukuri-hojo.jp/

◀急速冷凍機

さまざまな業界で
利用されています！！

高知県地域事務局
高知県中小企業団体中央会

〒781-5101　高知市布師田3992-2　高知県中小企業会館
ものづくり補助金事業推進室　TEL：088-845-6222／088-845-8870
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ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会の報告

－令和２年度ものづくり担い手育成事業－

お問い合わせ先 高知県中小企業団体中央会　連携推進部　　担当：小澤
TEL ： 088-845-8870  FAX ： 088-845-2434　HP：https://www.kbiz.or.jp

○機械加工技術者研修

機械検査技術研修
　去る２月１日（月）、２日（火）の計２日間、県内機械加工技術者を対象とした

「機械検査技術研修」を、香南市野市町「高知職業能力開発短期大学校」にて開
催しました。
　本研修は、機械検査技術の基本的な知識・技術の習得を目的に実施したもの
で、高知職業能力開発短期大学校の職員を講師として招聘し、測定の目的や種
類、品質との関係性、技能検定試験の概要、測定器の操作方法などについて、実
機での操作を交えながら講義が行われました。
　受講者からは、「OJTで学んできたことを知識として習得することができた」との声が聞かれ、技術者の基盤技術強化が図られ
た研修となりました。

信用保証協会は、中小企業のみなさまが
金融機関から事業資金を借入する際、
その保証人となり、金融の円滑化を通じて
中小企業の支援を行っている公的機関です。

〒７８０-０９０１ 高知市上町３丁目１３番１４号　

TEL ０８８-８２３-３２６１　 FAX ０８８-８２２-７０６９　 
URL https://www.kochi-cgc.or.jp/

※ 40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は健康保険
　 料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※ 変更後の健康保険料率と介護保険料率は、３月分（４月納付分）
　 から適用されます。

全国健康保険協会高知支部の加入者・事業主の皆さまへ

全国健康保険協会 高知支部
協 会 け ん ぽ

令和３年３月分（４月納付分）からの健康保険料率と介護保険料率が変更となります。
健診や保健指導、ジェネリック医薬品の使用促進をはじめとした加入者の皆さまの取組が、
保険料率の伸びを抑える大きな力となります。何卒、ご理解の程お願い申し上げます。

給与・賞与の

給与・賞与の

10.30 ％

1.79 ％

令和３年２月分
（３月納付分）まで

令和３年２月分
（３月納付分）まで

給与・賞与の

給与・賞与の

10.17 ％

1.80 ％

令和３年3月分
（4月納付分）から

令和３年3月分
（4月納付分）から

健康保険料率

介護保険料率

〒780-8501　高知市本町4-2-40 ニッセイ高知ビル
TEL 088-820-6010
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　去る2月18日（木）午後２時00分より高
知市高須砂地「セリーズ」において、外国
人技能実習生などの外国人材が働く事
業所の日本人担当者を対象に「はたらく
ための日本語セミナー」を開催しました。
　当日は、武蔵野大学大学院言語文化
研究科准教授の神吉宇一様より、オンラ
インによる講義をいただきました。神吉
先生は、当会が今年度実施した外国人技
能実習生向け日本語教室のテキストで

ある「はたらくための日本語」の監修を行っており、企業向けの日本語教育プログラム開発なども行っています。
　講義では、外国人技能実習生へ日本語を教えるとはどういうことなのか、上手なコミュニケーションの取り方、日本語の教え方
などについてポイントを分かりやすく教えていただきました。
　本セミナーは、新型コロナウイルス感染症対策で、従来の会場参加のみでなくオンライン参加ができるハイブリッドで開催
し、総勢約80名の出席をいただきました。参加者からは「実習生とのコミュニケーションの取り方に困っていたので、セミナーで
教えてもらったことを実践したいと思います」「今回のセミナーを参考にして実習生をサポートしていきたいです」との声が聞か
れとても有意義なものになりました。
　高知県では、外国人なくして各産業が成り立たない状況になっています。今後も本会では、外国人材と受入企業のコミュニ
ケーションが向上し、仕事の効率が上がるよう現場の皆様を支援してまいります。

インドビジネス投資・インド人技能実習生活用セミナー
 in 高知　開催のお知らせ

【開催日時】 令和3年3月17日 （水）
　　　　　   　14：00 ～16：30
　　　　　   　（13：30 ～受付）

【開催場所】 ホテル日航高知　旭ロイヤル
　　　　　　   ３Ｆ ゴールデンパシフィック 

【参加費】 無料
【定　員】 ５０名

13：30 ～　　　　受付開始
14：00 ～ 14：20  開会 ◇開会挨拶：在大阪・神戸インド総領事館、高知県
14：20 ～ 15：20  第１部　インドビジネス投資セミナー　
 ◇講演「インド概要とインドビジネス投資機会について」：在大阪・神戸インド総領事館
 ◇講演「インド進出企業より経験事例紹介」：株式会社太陽
 ◇講演「中小企業とタミルナドゥ州でのビジネス機会」：印日商工会議所チェンナイ
15：45 ～ 16：30  第２部　インド人技能実習生活用セミナー　
 ◇講演「技能実習制度の概要とインド人技能実習生の活用について」：インド全国技能開発公社
 ◇講演「技能実習生監理団体より講演」：くろしお農業振興協同組合
 ◇インド人技能実習生の紹介：株式会社NAVIS
16：30　　　　　  閉会　　　　　

【申込方法】下記の申込フォームよりお申し込み下さい。

　締切：令和3年3月12日（金）　

https://forms.gle/VHQNcVLDrTfk8y9G6

スマートフォンご利用の方はこちらのＱＲコード
からアクセスしていただけます

≪お問い合わせ先≫　高知県商工労働部工業振興課　荻、岡崎　TEL：088-823-9724　　Email：150501@ken.pref.kochi.lg.jp

主催：在大阪・神戸インド総領事館　　共催：高知県
後援：日本貿易振興機構（ジェトロ）高知貿易情報センター、高知県中小企業団体中央会、（公社）高知県貿易協会、高知商工会議所、（一社）高知県工業会、	（公財）高知県産業振興センター

タイムテーブル

外国人とのコミュニケーションや日本語教育について学びました！

「はたらくための日本語セミナー」開催
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普段の暮らしに欠かせない、
電気の存在。

土佐文旦は透明度日本一・
仁淀川のほとり

高知県土佐市で収穫される文旦です。

　当組合では、電気の増設のご相談、停電、漏電、修理対応など電気の困った
をお助けします！ホームページでは、皆様のお近くにある組合員店舗を探すこ
とや、通信・防犯など各専門の電気工事会社を検索することもできます。
　また、組合での活動なども更新していく予定ですのでぜひご覧ください！

　今年もお日様がたっぷり詰まった文旦ができました。
　私たち生産者の想いや元気いっぱいがずっしり詰まった文旦です。
　ホームページからは、土佐文旦の購入だけでなく、美味しい食べ方の紹介な
どもございます。ぜひこの機会に当組合の土佐文旦を食べてみてください！

URL：https://www.denki-kochichuo.com/index.html

URL：https://buntan-santyoku.jp/pages/tosabuntan

下記組合では、新たにホームページを作成しました！
組合の魅力がたくさん詰まったホームページとなっています。ぜひご覧ください！！

ホームページを作成しました！！

電気のお困りごとがあるときは、
HPをチェック！

文旦ゼリーや
生姜の販売もしています。

贈りものにもぜひ！

高知中央電気工事業協同組合

土佐文旦産直協同組合

インドビジネス投資・インド人技能実習生活用セミナー
 in 高知　開催のお知らせ
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掲載無料 組合いんふぉめーしょんのコーナーを、組合活動のPR、イベント、新商品のご紹介などの
告知にぜひご利用ください。　●中央会までどしどし情報をお寄せください！！

高知市魚の棚商店街協同組合

「高知・魚の棚元気！応援プロジェクト」実施！！

安心＆安全を！　感染防止対策実施中です！

　高知市魚の棚商店街協同組合（細川洋伸理事長）では、商店街の有志
により、商店街の活気と元気を取り戻せるよう、地産地消に焦点を当て
たイベント『高知・魚の棚元気！応援プロジェクト』を実施します。
　3月6日（土）、7日（日）の2日間、商店街内の空き店舗前にてテイクア
ウト販売を行います。
　江戸時代初期（1661頃）に、土佐藩3代藩主の山内忠豊によって開設
されたといわれている魚の棚商店街。ぜひこの機会に商店街に足を運ん
でみませんか？
　皆様のお越しを心よりお待ちしています！

◆新型コロナウイルス感染症対策
　アルコール消毒液の設置、スタッフによる検温等も準備しております。
　来場者にはマスクの配布も行う予定です。安心してお越し下さい。

●日時：3月6日（土）、7日（日）
　11時〜17時　売り切れ次第終了

●場所：高知市はりまや町
　　　　魚の棚商店街内

●内容：テイクアウト販売

はりまや橋商店街

至高知駅

至ごめん

高知よさこい
情報交流館

デンテツターミナルビル

魚
の
棚
商
店
街

●お問合わせ先
高知市魚の棚商店街協同組合
TEL：088-861-4696	（コロッケひろっちゃん内）

アピアさつき（四万十市商業協同組合）

　アピアさつき－四万十市商業協同組合（本田園理
事長）－では、来店されるお客様に安心してお買い物
して頂けるよう、さまざまな感染対策に取り組んでい
ます。
　具体的には、
◦定期的な消毒、換気、パーテーションの設置
◦消毒液の設置（施設出入口、各店舗）
◦エアハンドリングユニット併用による店内換気（出
入口開放による換気も併用）
◦トイレの殺菌除菌ハンドソープ、ペーパータオル設
置（ジェットタオルは停止中）　等
　その他、デイサービスでは利用される施設内や、送
迎用車両の窓ガラスに光触媒除菌のエアープロット
を施工するなど、店舗ごとの取組も万全です。
　売場ではレジのソーシャルディスタンス確保など、
全店あげて徹底した安全対策に努めておりますの
で、ぜひ皆様、安心してご来店ください。

●組合HP　http://highbright.sakura.ne.jp/

施設出入り口には消毒液を
設置するとともに、開放に
よる換気を行っています。

❶

トイレには除菌用ハンド
ソープ、ペーパータオルを
設置しています。

❸

店内には安全対策
ポスターを掲示

❷

高齢者・要介護者の方々が利用する
デイサービスでは、エアープロット
を利用して、徹底した空気中のウイ
ルス除去除菌を心がけています。

❹

山田高校商業科２年生による
「しゃもコロッケバーガー」の

テストマーケティングも
行います！
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　高知県理容生活衛生同業組合（東﨑幸男理事長）では福祉
施設、病院、個人宅などにおいて、介護を必要とされておられる
方々の為に、組織をあげて訪問福祉理容サービスの提供をさせ
ていただいております。
　「髪が伸びたから切る」だけでなく、カット等の理容技術で、
髪そして心も潤っていただけるようなお手伝いをさせていただ
きたいと思っております。万全の感染症対策を施したうえで、
適応可能な理容師を派遣いたしますので、お気軽に当組合まで
お問い合わせください。
　一方、来店して頂くお客様にも安心してもらうため、組合員全員にマスク、ゴム手袋等の配布を行うなど、業界（組
合）全体をあげて感染症対策に取り組んでいます。
　お店ごとに消毒液や空気清浄機等を設置しているほか、施術中のお客様専用マスクを配る店舗もあるなど、常に
お客様の安全第一をモットーとして営業していますので、ぜひ安心して組合員店舗をご利用下さい。

●組合HP（組合員店舗が掲載されています）	http://shusaku.fool.jp/barber/

高知県理容生活衛生同業組合

感染症対策もバッチリ！
訪問福祉理容サービスを利用してみませんか！

●連絡先	 高知県理容生活衛生同業組合
	 高知市中万々85-3　TEL：088-878-6709　FAX：088-824-0053

売切れが続出する中、組合でマ
スクとゴム手袋を配布し、各店
舗の安全管理に努めました。

❶ 空気清浄機や消毒液を設置するなど、組合員ご
とに徹底した安全管理に取り組んでいます。
写真協力／東﨑理容室

❷
ポスター掲示により安全対
策を呼びかけています。❸

出張理容の様子

チョキちゃん



情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向 2021年1月（前年同月比）

業界の状況 …好転 …やや好転 …不変 …やや悪化 …悪化

食品団地
1月商況は、県内はスーパーを除いて不調であった
が、県外市況にはやや活気が見られた。輸出案件も
引き合いが多くなり、今後に期待感が現れた。外
食・お土産関連の県内市況の不調が心配である。

生コンクリート製造
出荷量は前年同月比	107%だが、地域偏在がある。
高知市を中心とする地区の市況は低迷状態が、なお
続いている。新型コロナ対策に予算が割かれ、建設
関連予算が削減されることを危惧している。

酒類製造
宴会、会合の自粛、観光客の減少による土産品の減少
等大幅な売上減となる。年末・年始の緊急事態宣言延
長の影響は計り知れず１月は最悪の結果となる。緊急
事態宣言解除の復活にも長期が必要との意見も…

コンクリート製品
出荷数量は、前年同月比91％。前年5月分の出荷から
増加が続いていた。7～9月分は前年度より低下した
が、10月分は、持ち直したが11月分は再度低下し、12
月分は再度持ち直したが、1月分は低下した。

木製品素材生産
1月はスギ・ヒノキ共に量は1割程度ダウンである
が、材価については1割程度アップした状況。回復
していることは考えられるが、製品市況・需給状況
が見通せない不安がある。

刃物製造
売上高は前年より若干の減少。受注はあるものの供
給が順調よくできていない。県内小売業者への卸が
引き続き悪い。小売業者の販売が今後どうなるか心
配である。

製材
原木不足の状態は続いているが、製品と共に価格に
大きな変化なく現状維持の状態。

船舶製造
受注残の消化にて操業度は高い水準。新型コロナの
影響で海外活動は停滞。

製紙（家庭紙）
緊急事態宣言が主要都市に発出され、業務用商品の荷
動きが少ない。その余波を受けて県内家庭紙メーカー
は厳しい状況が続く。ノベルティー用のポケットティッ
シュも需要減。全般的に購買意欲が減退している。

珊瑚装飾品製造
1月の取引額は前年同月比79%と、依然厳しい状況が
続いている。

印刷
県内官公需、民需共に昨年後半よりの新型コロナ感染
症特別警戒により低迷。県外需要も首都圏の緊急事態
宣言の影響で厳しい。昨年11月以降の回復傾向も中折
れしてしまった。2月以降も厳しい状況は継続する見込。

卸団地
1.成人式の連休も外食産業は低調、最悪の状況。2.外食
業者への納入業者は営業日を減らすなどの対応をして
いる。3.新型コロナの影響がますます大きくなり、景気
悪化が進んでいる。

テントシート
新型コロナ感染防止対策による、各種イベントの中
止、延期等により全体的に売上減少となっている。特
にイベント関連主力の事業所は大変な状況で、現在
の状況が続くと思われる。

機械団地
防災関連で売上を伸ばす企業があるなど、業種等によ
りバラツキはあるものの、新型コロナ禍による影響は
徐々に和らいできている。ヒトやモノの動きが制限さ
れれば受注件数や工期に影響が出ると思われる。

DI=（増加、好転）-（減少、悪化）
DI（景気動向指数）

売　上　高
収益の状況
業界の景況

情報連絡員報告

-40

-50

-60

-50

-60

-70-70

-80-80

-20

-10

10

20

0

19年2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20年1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月18年 1月

▲56.7

▲63.3
▲60.0

-30

-40

-20

-10

10

20

0

-30

13 ●へんしも情報 vol.239



青果卸売
自粛ムードの中、一般家庭内消費は増えている為、
量販店向けの売上は好調であるが、業務関係はまだ
悪化から抜け出せない。2月末までは無理ではない
か?

商店街（四万十市）
地域振興券や観光協会のクーポン券に期待。飲食店
はお持ち帰りメニューで何とかしのいでいる店舗や
早めに閉店するところもある。カラオケ店は閉店を
考えている店もあり、切羽詰まっている。

生鮮魚介卸売
風などの影響もあり、全般的に魚が少なかった。カツ
オは大きいものがなく、小ぶりだったが高値で推移し
た。新型コロナ第3波の影響で魚屋、飲食業からの注
文が減少。今後も得意先からの仕入れ減がありそう。

旅館・ホテル
GoToキャンペーン停止も延長となり、宿泊、会議
等のキャンセルなど見通しが立たず、我慢の日々が
続く。

ガソリンスタンド
サウジアラビアの独自追加減産により原油相場が騰
勢を強め、調達コストを押し上げ、仕切り価格も毎週
上昇。年末より連続の値上がりとなっているが、市況へ
の転嫁が追い付かずマージンの圧縮となっている。

旅行業
組合クーポン前年同月対比	0.6％、全旅クーポンを加
味して4.5％。

電気機械器具小売
全商品平均で前年比118%アップ。特に白物家電が
好調。

一般土木建築工事
令和3年1月分の公共用生コン出荷量は、前月比
133.8％、前年同月比124.0％。公共工事請負金額は前
年同月比で69.3％。災害復旧工事、防災・減災対策工
事、高速道路の延伸工事などの大型工事は継続。

中古自動車小売
展示台数、客単価の大きな変動はないが、先月から
車検、整備等の受注件数が増えている。以前同様、
市場相場が高水準なので仕入れには苦戦している。

電気工事
組合員の施工する電力引き込み線の工事量は、前年
比99.1％とほぼ同様となった。

商店街（安芸市）
新型コロナの影響がいつまで続くのか不安に思う。県
内の感染者数が12月から徐々に増加し、1月になっても
人通りが少なく外出を控えている様子。引き続き、需要
の減少が心配される。

商店街（高知市）
中央公園地下駐車場利用状況　売上：前年比75.5％、
台数：前年比81.5％。高知県の特別警戒は解かれたが、
大都市部での緊急事態宣言の発令と、マスコミ報道に
より警戒感は強く、来街者の増加には至ってない。

一般貨物自動車運送
2ヶ月連続で燃料価格が上昇し経営に影響をあたえて
いる。首都圏に2度目の緊急事態宣言がでたことによ
り荷動きが更に鈍くなったように感じる。経済活動の
鈍化による物量の減少と経営悪化を懸念する。

タクシー
実働1日1車当りの前年同月比営業収入：59.1％、輸送
回数：61.3％。実働率は51.6％。午後8時以降の会食
制限の解除に伴い、少しは客が増えるかと思ったがま
だまだといったところ。

各種小売（土佐市）
新型コロナの感染者数が減っても、人の動きは戻ら
ず、職種に関係なく厳しい状況が続いている。

飲食店
時短要請の発表以降集客が激減、夜間だけではなく
昼間の集客も激減。業態ごとに違いはあるが本来繁
忙期のため前年度との差は大きく、業界全体の売り上
げは前年度比５割程度か。
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〒781－5101		高知市布師田3992－2		中小企業会館４階
TEL		088－845－8870　IP電話		050－3537－1702　FAX		088－845－2434
E-mail		info@kbiz.or.jp

人を継
つな

ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会
URL  https://www.kbiz.or.jp

●制作発行


